
 

就職氷河期世代を対象とする採用制度の導入について（案） 

１ 趣旨 

  雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った、いわゆる就職氷河期世代である

者の就職の機会を拡大するとともに、特別区における職員構成の均衡を図るこ

とを目的として、就職氷河期世代を対象とする採用制度を導入する。 

２ 内容 
 

項 目 制度概要 

採用する職種 事務 

採用する 

職務の級 
１級職 

採用の方法 人事委員会による統一試験 

受験資格 昭和 45 年４月２日から昭和 61 年４月１日までに生まれた者 

初任給 
１級 29 号給 

なお、採用された者の職務経験等に基づき号給を加算する。 

採用後の任用

上の取扱い 
Ⅰ類区分と同様とする。 

３ 実施年度 

  令和２年度から令和４年度までの試験で実施する。 

令 和 ２ 年 ３ 月 25 日 ( 水 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 特 区 連 )


